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（4月16日記者会見） 

○総合相談窓口、金融相談窓口を設置 
 
○対策 
 
 ・経済対策変動融資９０億円（資金繰り） 
 
 ・省エネ補助金、生産性向上補助金５５億円（経営改善） 
 
  ５月１１日申請受付開始 
  
 ・価格転嫁支援にかかる体制強化（６月補正） 
 
 ・建設資材調達対策 
 
○今後 
  
 ・県民生活影響・エネルギー価格動向調査 
 
 ・エネルギー構成多様化・エネルギーの地産地消の推進 
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※本日の会議などでいただいたご意見を元に更なる対策を検討実施 



   新たな融資枠のポイント 
・短期的な資金不足への迅速な対応を図るため、融資期間が3年以内の融資について、通常より低利率の区分を設定 
・資金繰りに深刻な支障が生じている事業者への重点支援として、県が信用保証料の全額を補助 

新設

県の対策（追加分・本日時点） 
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県の対策（追加分・本日時点） 

○対策 
 
  以下に適した試験分析を実施 
 
  ・プラスチック加工品や製造時の資材に代替材料を使用する場合 
 
    （例：プラスチック成形加工した部材の引張曲げ試験、寸法精度測定 等） 
 
    （例：別メーカーのグリス(潤滑剤)を使用するための摩擦摩耗試験） 
 
  ・プラスチック成形品に加工時の廃棄部分を再使用する場合 
 
    （再生材例：加工時に溶融材料が流れる通路の部材（身近な例ではプラモデ

ルの枠）を粉砕し、原料に混合して再利用（原料の削減）） 
 
  ・輸送用資材で代替材料を使用する場合 
 
    （例：エアクッション緩衝材の代替品を使用するための振動試験 等） 
 
○今後 
  
 ・代替材料利用の相談への受託研究等による総合的な支援 
 
 ・材料供給不足や環境配慮に対する石油由来以外の樹脂材料の研究等 
   


